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連　絡　先 関　　連　　協　　議　　内　　容

都 市 整 備 部 建 築 安 全 課 集 合 住 宅 指 導 係 ３５７９－２５６４ 総合窓口、申請図書提出、駐車場・自転車及びバイク置場台数、自主管理歩道・緑地広場の要否等

危 機 管 理 部 地域防災支援課 地 域 防 災 係 ３５７９－２１５１ 防火貯水槽、防災備蓄倉庫、災害用仮設便所、災害時避難場所案内板及び家具転倒防止

生 活 環 境 保 全 係 ３５７９－２５９４ 近隣及び入居者に対する公害対策、近隣工場等との協議及び土壌分析、公害関係各種届出

脱 炭 素 社 会 推 進 係 ３５７９－２６２２ 板橋区建築物等における省エネルギー・環境配慮に関する指針

板橋東清掃事務所 作 業 係 ３９６９－３７２１
再利用対象物保管場所、廃棄物保管場所等及び収集方法の事前協議
【管轄区域：下記以外】

板橋西清掃事務所 作 業 係 ３９３６－７４４１
同上
【管轄区域：赤塚、赤塚新町、新河岸、大門、高島平、徳丸、中台、成増、西台、三園、四葉、若木】

管 理 課 占 用 係 ３５７９－２５０５
自主管理歩道（２ｍ以上の場合）、道路・排水施設の構造、道路敷・水路敷境界確認又は確定、寄付道路の調査
及び事務手続き、資材・残土等の搬入経路、道路・排水施設の汚損及び破損の復旧、その他各種届出、歩車道
及び敷地内の交通安全施設対策

土 木 計 画 ・
交 通 安 全 課

交 通 安 全 係 ３５７９－２５１７ 自転車置場の設置箇所、台数、構造及び照明（但し、特定用途のみ）

工 事 設 計 課 施 設 設 計 係 ３５７９－２５４４ 街路灯の設置

みどりと公園課 み ど り 推 進 係 ３５７９－２５３３ 緑地の保全及び緑化の推進（緑化条例）、緑地広場の整備

庶 務 係 ３５７９－２１６１ 地域住民集会施設及び付帯施設の設置（計画戸数が２００戸以上の集合住宅）

地 域 振 興 係 ３５７９－２１６３ 町会等加入促進についての説明

商 業 振 興 係 ３５７９－２１７１ 店舗面積1,000㎡超の店舗での交通量調査、駐車場・駐輪台数、廃棄物保管場所等

工 業 振 興 係 ３５７９－２１９３ 工業系用途地域における近隣工場等への配慮、近隣工場・工業団体等との協議、入居者等への説明

子 ど も 政 策 課 計 画 調 整 係 ３５７９－２４７１ 保育所の設置（床面積40㎡以上の住戸が50戸以上の集合住宅(ただし、老人ホーム、寮及び寄宿舎を除く））

子 育 て 支 援 課 子 育 て サ ー ビ ス 係 ３５７９－２４７５ 児童館の設置（計画戸数が５００戸以上の集合住宅）

生 涯 学 習 課 文 化 財 係 ３５７９－２６３６ 文化財の保護（遺跡・文化遺産等の区域確認及び発掘手続き）

新しい学校づくり課 学 校 配 置 調 整 第 一 係 ３５７９－２６２４ 学校の設置

地域教育力推進課 あ い キ ッ ズ 係 ３５７９－２６３７ 放課後児童健全育成施設の設置（床面積４０㎡以上の住戸が３５０戸以上の集合住宅）

都 市 計 画 係 ３５７９－２５５２ 都市づくり推進条例

開 発 計 画 係 ３５７９－２５５７ 開発行為の事前相談及び許可、宅地造成、土地区画整理等　　雨水流出抑制対策

交 通 企 画 都 市 基 盤 係 ３５７９－２５４８ 都市計画道路

都 市 景 観 係 ３５７９－２５４９ 景観計画

住 宅 政 策 課 建 築 紛 争 相 談 係 ３５７９－２５６１ 東京都板橋区中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例

道 路 調 査 係 ３５７９－２５７６
建築基準法に基づく道路関係
（法第42条第2項道路の場合は建築安全課細街路整備係：連絡先３５７９－２５６５へ）

意 匠 審 査 係 ３５７９－２５７３ 福祉のまちづくり整備指針、地区計画、沿道地区計画

まちづくり推進室 まちづくり調整課 調整・不燃化まちづくり係 ３５７９－２５７２ 市街地再開発及び駅周辺市街地整備検討等（※該当地区は、「建築確認申請をされる方へ（協議先）」参照）

健康生きがい部 生 活 衛 生 課 建 築 物 衛 生 係 ３５７９－２３３５ 板橋区建築物における衛生的な環境の確保に関する指導指針

産業経済部

指導要綱関係・事前協議　関係各課一覧
部　　　　　署

土 木 部

都 市 整 備 部

都 市 計 画 課

教育委員会
事務局

資 源 環 境 部

建 築 指 導 課

環 境 政 策 課

区 民 文 化 部 地 域 振 興 課

子ども家庭部

産 業 振 興 課
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連　絡　先 住　　　　　　所 備　　　　　考

西部第二下水道事務所 ３９６９－２３１１ 北区浮間４－２７－１
・事前協議について
　　　（台帳閲覧は都庁第二庁舎）

第四建設事務所 ５９７８－１７０７ 豊島区南大塚２－３６－２ ・都の道路及び河川管理の協議について

安心居住推進課 ５３２０ｰ５０１１ 新宿区西新宿２－８－１ ・東京こどもすくすく住宅認定制度について

自然環境部緑環境課 ５３８８－３４５５ 新宿区西新宿２－８－１ ・自然保護条例について（敷地が1,000㎡以上）

３２５３－８３６１ 千代田区外神田１－１－１４

０４８－６６９－１２００ さいたま市北区吉野町１－４３５

３９６４－０１１０ 板橋区板橋２－６０－１３

３９６６－０１１０ 板橋区東坂下２－２１－１７

３９７９－０１１０ 板橋区高島平３－１２－３２

３９６４－０１１９ 板橋区板橋２－６０－１５

３９６５－０１１９ 板橋区志村１－１０－１５

０１２０－９９５－００７ ・電柱、引込み管について

０１２０－８９３－９０４ ・埋設物調査関係

・新築ビル事前協議

・電柱移設

東 京 ガ ス

下 水 道 局

気候変動対策部
環境都市づくり課

消 防 署

住宅政策本部

（住所は各部署にお問い合わせ下さい）１１６問い合わせ番号
Ｎ Ｔ Ｔ

東 京 電 力
パワーグリッド
株 式 会 社

志 村 消 防 署 志村坂上出張所

警 視 庁

関 連 官 公 庁 等 一 覧 表

新宿区西新宿２－８－１
・建築物に係る環境配慮の措置について
　　　（延べ床面積が2,000㎡以上の建築物）

板橋区氷川町３－６５２４８－６３６５

志　村　警　察　署

５３２０－７８７９

建 設 局

環 境 局

板 橋 消 防 署

北部導管ネットワークセンター

・消防水利及び防火貯水槽について

ＮＴＴ地下埋設物調査・工事立会センター

名　　　　　　　　称

国 交 省

板 橋 営 業 所

東京国道事務所万世橋出張所

大宮国道事務所

高　島　平　警　察　署

・駐車場出入口の見通し、交通規制、道路標識の移設
　及び道路使用等について
・防犯対策等について

板　橋　警　察　署

・本管及び台帳閲覧について（窓口：図面室）
・引込み管について

東京都

コンタクトセンター 

　　・本管について
　　・水道の新設・改造・撤去工事の申請
　　・給水図面の閲覧、給水装置に関する相談
　　・その他水道工事に関すること

水 道 局

５９７４－２１４８ 北区滝野川５－４２

・国の道路、河川及び水路管理の協議について

－２－



図書の種類 縮　尺　等 内　　　　　　　　容

1 申 出 書 等 規定様式 申出書、事業者の印鑑証明書、法人の場合は商業登記簿または、代表者事項証明書の原本を添付　（副本はコピーでよい）関係各課は申出書のみ

2 計 画 概 要 書 等 規定様式 計画概要書（P1～4）、関連企業・関係各課打合せ一覧及び同打合せ記録等を添付　（集合住宅指導担当と管理課は、全ての打合せ記録を添付する）

3 案 内 図 1:1,500 住宅地図（航空写真地図）の写し等

4 配 置 図 1:100～200
建物・寄付道路・歩道（自主管理歩道含む）・集会室・貯留槽・緑地・緑地広場・防火貯水槽・防火貯水槽標識・災害用仮設便所保管場所・災害時避難
場所案内板・防災備蓄倉庫・駐車場（機械式含む）・自転車置場・ごみ集積場・粗大ごみ置場・再利用対象物及び廃棄物保管場所・作業車のスペース
等の位置を明示。また、各施設に色塗りをする。

5 公 図 写 1:600 計画地に隣接する土地所有者を明示（法務局の写しに記入）

6 求 積 図 （ 丈 量 図 ） 1:250 事業地及び区への提供する道路

7 各 階 平 面 図 1:100～200 間取り及び床面積を記入（例：３ＤＫ，60.10㎡・３ＬＤＫ，72.20㎡）

8 立 面 図 1:100～200 道路斜線・隣地斜線・北側斜線・高度斜線を記入（東・西・南・北の各面）

9 断 面 図 1:100～200 建物の高さ及び階高を記入（２断面以上）

10 現 況 図 1:100～200 道路及び敷地内高低差測量値・道路幅員・街路灯・道路標識・電柱・ＮＴＴ柱・公設汚水桝・公設雨水桝・集水桝・区掲示板等を記入

11 歩 道 詳 細 ・ 構 造 図 1:50 , 1:20 歩道の平面、側面及び断面詳細、付属施設の構造詳細

12 雨 水 設 置 計 画 書 等 規定様式 雨水流出抑制施設設置計画書及び計算書の写し

13 排 水 施 設 計 画 図 1:100～200 浸透地下埋管・浸透桝・集水桝・舗装・貯留施設・汚水桝等の位置・種類・系統詳細

14 排 水 施 設 構 造 図 1:20 浸透地下埋管・浸透桝・集水桝・浸透Ｕ形溝・グレーチング側溝・透水性舗装・貯留施設等の詳細

15 緑 化 概 要 書 等 規定様式 緑化条例による概要書、緑化面積及び植栽量計算書、緑化面積計算表の写し

16 緑 化 面 積 求 積 図 1:100～200 緑化面積とする区域を明示（三斜法・台形公式等で求積）

17 植 栽 計 画 図 1:100～200 樹木の位置を表示、樹木一覧表（樹高・幹周り・枝張り）

18 緑 地 広 場 計 画 図 1:100～200 緑地広場内の施設及び緑化詳細、緑地広場の求積

19 防 火 貯 水 槽 詳 細 図 1:50 防火貯水槽の平面及び断面（内法・水深明示）並びに落下防止策の構造

20 自 転 車 置 場 詳 細 図 1:50 自転車置場（付帯施設を含む）の平面及び断面詳細

21
再利用対象物・廃棄物
保 管 場 所 等 詳 細 図

1:50
再利用対象物・廃棄物保管場所等の平面図・立面図・断面図（縮尺50分の１）、建物の用途別床面積内訳書、保管場所等の仕様及び面積算定図、
保管場所等の容器数の算定書・面積の算定書、再利用対象物保管場所面積計算書（10,000㎡以上の時のみ）、念書

22 地域住民集会施設詳細図 1:50～100 地域住民集会施設の平面及び断面詳細

23
認可保育所・児童館等
施 設 詳 細 図

1:50 認可保育所・児童館等施設（付帯施設を含む）の平面および断面詳細

24 電波受信障害予測図等 1:500～2,500 障害範囲の予測、ビルの向き変更・ビル壁面分割・傾斜金網・電波吸収体・共同受信施設・ＳＨＦ放送局設置の対策検討

25 そ の 他 1:50 集会施設詳細、防災備蓄倉庫詳細、交通量調査、土地の売買または貸借契約書（写）、念書、カタログ（写）等

協　議　提　出　書　類　

注　図面（用紙）の大きさは、Ａ３を基本としてください。収まらない場合は、縮尺で調整してください。小さくなりすぎて判断できないときは、Ａ２を使用してください。図書はすべて、Ａ４に折りたたんでください。

－３－



覚書締結時

部 危機管理 都市整備 区民文化 教育委員会 都市整備 都市整備

課
地域防災

支援
環境
政策

各清掃
事務所

都市
計画

管　理
土木計画・
交通安全

みどりと公園
地域
振興

子ども
政策

子育て
支援

地域教育力
推進

建築
安全

建築安全備
集合住宅指導

      図書の種類　　　　　　　　係
地域
防災

生活環
境保全

作　業
開発
計画

占　用
交通安全

係
みどり推進 庶　務

商業
振興

工業
振興

計画
調整

子育て
サービス

あい
キッズ

集合住宅指導

正・副本
正　副　現
本　本　場

1 申 出 書 等 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○２ 15

2
計 画 概 要 書 等
打合一覧表・打合せ記録

○
消防・防災

○ ○ ○
○

全部
○

警察・交通
○

みどり・景観
○ ○ ○ ○ ○ ○

○２
全部

15 ◎３　概要書
打合一覧表

3

3 案 内 図 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○２ 15 ◎３ 3

4 配 置 図 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○２ 15 ◎３ 3

5 公 図 写 ○ ○注1 ○２ 4 ◎３ 3

6 求 積 図 （ 丈 量 図 ） ○ ○ ○注1 ○２ 5 ◎３ 3

7 各 階 平 面 図 ○ ○ ○ ○B1～2F ○B1～2F ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○２ 14 ◎３ 3

8 立 面 図 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○２ 9 ◎３ 3

9 断 面 図 ○ ○B1～2F ○B1～2F ○ ○ ○ ○ ○２ 9 ◎３ 3

10 現 況 図 ○ ○ ○ ○ ○ ○２ 7 ◎３ 3

11 歩 道 詳 細 ・ 構 造 図 ○ ○ ○ ○２ 5 ◎３ 3

12 雨 水 設 置 計 画 書 等 ○ ○２ 3 ◎３ 3

13 排 水 施 設 計 画 図 ○ ○２ 3 ◎３ 3

14 排 水 施 設 構 造 図 ○ ○２ 3 ◎３ 3

15 緑 化 概 要 書 等 ○ ○２ 3 ◎３ 3

16 緑 化 面 積 求 積 図 ○ ○２ 3 ◎３ 3

17 植 栽 計 画 図 ○ ○２ 3 ◎３ 3

18 緑 地 広 場 計 画 図 ○注１ ○２ 3 ◎３ 3

19 防 火 貯 水 槽 詳 細 図 ○ ○２ 3 ◎３ 3

20 自 転 車 置 場 詳 細 図 ○ ○ ○ ○２ 5 ◎３ 3

21
再利用対象物・廃棄物
保 管 場 所 等 詳 細 図

○ ○ ○ ○ ○２ 6 ◎３ 3

22
地域住民集会施設詳細

図
○ ○２ 3 ◎３ 3

24 電波受信障害予測図等 ○ ○２ 3 ◎３ 3

25 そ の 他 ○ ○ ○ ○ ○２ 6 ◎３ 3

※ 注１：緑地広場が該当する場合です。

※ ○は、申出書に必要な図書です。　　◎は、集合住宅指導の覚書に必要な図書と枚数です。　

※ 　　打合せ記録は、基本的にその部署のものを付けてください。その他の別部署の記載がある所はその部署分を追加してください。「全部」となっているものは、全ての部署分をつけて下さい。　　　

※ 　　各部署ごとに必要図書をまとめて紙ファイル等に綴じこみ、建築安全課集合住宅指導係へ提出して下さい。

※ 　　各清掃事務所の提出図書（２５　その他）は、物件によって内容が異なるので、担当者と必要図書の協議を行って下さい。

5

産業
振興

必　要　図　書　一　覧　表　

横

計

資源環境 土　　木

横

計

◎３ 323 ○
保 育 所 ・ 児 童 館 等
施 設 詳 細 図

産業経済

○２

子ども家庭

○ ○

－４－



　１　事 前 相 談 及 び 事 前 協 議 に つ い て

　　１）　事前相談は、個別に関連企業及び関係各課の担当者から、手引き、基準及び書類等の説明を受けて下さい。

　　２）　事前協議は、先に説明を受けた該当項目について、図面及び計算書等で打合せ及び確認を受けて下さい。

　　３）　それ以降は、訂正、修正及び変更等の確認を得てから、集合住宅指導係の担当者とも協議を終えて下さい。

　２　手 続 き に つ い て

　　１） 申 出 書 提 出

　　　①　申出書は随時受け付けております。　毎月曜日までに提出されたものについて、翌週水曜日に打合会を開催いたします。

　　　②　「協議提出書類」及び　「必要図書一覧表」を参照の上、必要部数を揃えて各部署ごとに紙ファイル等にまとめ建築安全課に提出してください。

　　　③　関連企業及び関係各課の打合せ記録には、事前相談及び事前協議の全てを記入して下さい。

　　　④　必要部数・図書の内容等の確認を受付時に行いますので、午後４時までに受付できる様にお願いいたします。

　　２） 大 規 模 要 綱 打 合 会

　　　①　毎週水曜日の午後から、受付順に指定した時間より開催します。

　　　②　事業者、設計者及び関係者２名以上でご出席ください。

　　　③　事業者紹介の後、協議内容についての最終確認を行います。

　　３） 覚 書 締 結

　　　①　大規模要綱打合会での指摘事項の訂正を早急に済ませて下さい。各課での協議終了後、報告書が建築安全課宛提出されます。

　　　②　建築安全課で「覚書」及び｢確認事項」の案文を作成いたします。内容についてご確認いただき、合意を得た段階で区長決裁を開始します。

　　　③　覚書図書の製本は区で行いますので、協議終了後の最終確認図面等を集合住宅指導係へ３部（正本・副本・現場用）提出して下さい。

　　　④　区長決裁終了後、製本した覚書を3部お渡ししますので、正本・副本に事業者が押印後、区役所までお持ちください。区長印を押印して、覚書（副本）をお渡しいたします。

　３　建 築 確 認 申 請 に つ い て

　　１）　建築確認申請の受付は、原則として覚書の締結日以降としてください。（締結日は覚書決裁の施行日のことです。日付は担当者に問い合わせ下さい。）

　　２）　区確認の場合は、建築確認申請書（正副）に、大規模要綱担当者の確認印等が必要となります。

　４　変 更 、 完 了 に つ い て

　　１）　覚書の内容に関して変更が発生したときには、「覚書変更届」又は「事業者変更届」　（所定様式）を提出して下さい。

　　２）　工事完了予定日の一カ月前に、「工事完了届」　「施設管理者届」　及び　「区内業者活用報告書」　（所定様式）　を提出して下さい。

　　３）　「完了確認証」は、完了検査の合格又は検査指摘事項の手直しを完了検査報告書等で確認後、約一週間で交付されます。

　5　新築マンションの分譲について

　　１） 新築マンションの分譲を行う際には、「板橋区良質なマンションの管理等の推進に関する条例」に基づき、住宅政策課に「マンション分譲開始届」の提出が必要となります。

　※　注　意　事　項

－５－


